平成２２年度
三鷹商工会優良従業員表彰要領
Ⅰ．目　　的
　　会員の事業所で働く従業員の努力と功績を顕彰して、従業員の勤労　　と生産意欲の向上並びに定着化をはかることを目的とする。

Ⅱ．推薦の基準
　　技術の改善、業務能率の向上等、企業、経営に寄与しているもので、　　次の基準のいずれかに該当する従業員とする。（家族従業員含む）

　　１．平成２２年９月１日現在、市内の同一事業所に３０年以上勤務　　　　して、他の模範となる従業員。

　　２．平成２２年９月１日現在、市内の同一事業所に２０年以上勤務　　　　して、他の模範となる従業員。

　　３．平成２２年９月１日現在、市内の同一事業所に１０年以上勤務　　　　して、他の模範となる従業員。

　　４．平成２２年９月１日現在、市内の同一事業所に  ５年以上勤務して、他の模範となる従業員。

Ⅲ．推薦手続き
　　推薦者は事業主とする。事業主は、この推薦の基準に該当する従業　　員を、別紙推薦書に負担金を添えて商工会長に推薦する。

Ⅳ．推薦期限
　　平成２２年９月２４日（金）まで

Ⅴ．決　　定
　　商工会長は優良従業員表彰審査委員会の意見を聞いて、被表彰者を　　決定する。

　　　（優良従業員表彰審査委員会は三鷹市生活環境部生活経済課課長、　　　　　三鷹商工会長、同副会長、各部会長を以って構成する。）

Ⅵ．表　　彰
　　被表彰者には、表彰状及び記念品をそれぞれ贈呈する。

Ⅶ．表彰式
　　１．日　時　　平成２２年１０月２８日 午後５時３０分から　
　　２．場　所　　三鷹商工会館 ４階

　　　
Ⅷ．事業所負担金
　　表彰に要する費用の一部を推薦事業所で負担する。負担金は被表彰　　者１人につき次の通りとする。

　　　１．被 表 彰 者 (３０年以上)　１２,０００円

　　　２．　　〃　　 （２０年以上)　１０,０００円

　　　３．　　〃　　 （１０年以上)　　８,０００円

　　　４．　　〃　　　(　５年以上)　　６,０００円

Ⅸ．その他
　　１．後援は三鷹市とする

　　２．表彰式終了後、記念撮影及び懇親会を行う。


